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 ト キ の 概 要 
 

１．分類 

コウノトリ目 トキ科 トキ 

学名：Nipponia nippon 

英名：Japanese Crested Ibis 

 

２．生物学的特徴 

全長  約 75 ㎝（体をまっすぐ伸ばしたくちばしの先から尾羽の先） 

翼開長 約 140 ㎝（翼を開いた時の左右の翼端から翼端） 

体重  約 1,600－2,000g 

非繁殖期（8 月～1 月）は、全身ほぼ白色。翼や尾羽等の裏側は、朱鷺色と 

呼ばれる独特の淡橙赤色。 

 

 

 

 

 

３．保護に関する指定等 

文化財保護法「特別天然記念物」 

種の保存法「国内希少野生動植物種」 

ワシントン条約。附属書Ⅰに掲載。 

日本版レッドリスト。EW（Extinct in Wild、野生絶滅）に掲載。 

IUCN 版レッドリスト。EN（Endangered、絶滅危惧）に掲載。 
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４．生息状況 

  かつては、ロシア極東、中国東北部から中部、朝鮮半島、台湾、日本など東ア

ジア一帯に広く分布していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本では、明治時代に美しい羽毛をとるために乱獲され個体数が激減した。昭

和以降では、森林の伐採による繁殖地の減少、農薬の多用による餌動物の減少と

身体の汚染、山間部の水田の消失、人の接近による繁殖妨害も個体数を減らした

原因と考えられている。 

 

 

トキの主な分布 
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５．生態（生息環境、繁殖等） 

食物となるドジョウやカエルが豊富な水田や湿地、沢があり、その近くに営巣 

できる大木のある環境に生息する。 

春から夏の繁殖期には雄雌のペアを形成し、山中のマツや広葉樹の大木に小枝

を組んだ直径１ｍくらいの巣をつくり、なわばりを形成し、営巣、産卵、育雛を

行う。３月下旬～4 月上旬に３～４個の卵を産み、雄雌交代で温める。卵は約１

ヶ月で孵化し、雛は約２ヶ月で成鳥とほぼ同じ大きさに成る。 

秋になると群をつくって比較的広い範囲を移動し、稲刈りの終わった水田や湿

地等において集団で採食する。 

ワシタカやカラスなどの鳥類、イタチやテンなどの小型哺乳類のほか、アオダ

イショウなどのヘビ類も雛や卵を襲う天敵となる。 

 
 繁殖準備期の生態 

・12月になると繁殖地に近い場所に戻る。 

・ステージが進むにつれ、なわばりを形成し求愛や交尾が行われる。 

繁殖期の生態 

・繁殖期のおおよその生態は図に示すとおり。 

・繁殖期のつがいは強い領域性を示す。 

・なわばりの大きさは数ha。 

非繁殖期の生態 

・平野や丘陵地からなる低標高地へ移動。 

・大きな群を形成し、昼は採餌や休息を行い 

夜は樹上でねぐらを組んで過ごす。 

・11月になると大きな群がいくつかの群れに 

  分かれる 

・非繁殖期の行動圏は400km2（中国の場合）。 

トキの生活史 
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生息及び飼育繁殖状況
保護に係る
法的根拠等

事業・組織・検討会等 施設 日中関係

1932 S7 農林省により「朱鷺を保護
せらるべし」との標柱が立
てられる

1934 S9 生息環境の改変等により、
全国で１００羽まで減少

天然記念物
（文化財保護法）

1952 S27 佐渡２４羽、能登８羽に激
減

特別天然記念物
（文化財保護法）

1959 S34 公費（文化財保護委員
会・新潟県教委等）による
保護増殖事業開始

1962 S37 農林省がトキ生息地・営巣
地一帯を水源涵養林として
買い上げ（～S46）

1967 S42 ４羽の野生個体を捕獲し、
センターで飼育を開始

新潟県嘱託のトキ保護管
理者が常駐開始

新潟県がトキ保護
センターを開設（清
水平）

1970 S45 本州最後のトキ捕獲（翌年
死亡）、佐渡に７羽のみが
生息

1971 S46 環境庁設立
1974 S49 野生下で最後の繁殖
1975 S50 トキの保護増殖事業が文

化庁から環境庁に移管
1979 S54 特定鳥獣増殖検討会トキ

分科会
※全鳥捕獲を提言

1980 S55 環境庁が新潟県に保護
増殖事業を委託開始（現
在まで継続）

1981 S56 佐渡で全鳥５羽捕獲
（♂1、♀4羽）

中国でトキ発見（7
羽）第１回日中トキ
会議

トキ保護の経緯
年度

添付資料３

会議
1985 S60 「ホアホア」が中国より貸

与。「キン」とペアリング図る
も失敗（H元返還）

日中共同のトキの
保護、繁殖及び研
究に関する討議の
記録に署名

1990 H2 「ミドリ」を中国に送りペアリ
ングを図るも失敗（H4帰国）

1992 H4 国内希少野生動植
物種指定

1993 H5 保護増殖事業計画
策定（種の保存法）

環境庁が佐渡ﾄｷ保
護ｾﾝﾀｰを開設

1994 H6 「ロンロン」「フォンフォン」が
中国より貸与、「ロンロン」
その後死亡、「フォンフォン」
は「ミドリ」とペアリングを図
るも失敗

1998 H10 中国江沢民国家主
席より、天皇陛下
に対しトキ１つがい
（「ヨウヨウ」「ヤンヤ
ン」）の贈呈を表明

1999 H11 「ヨウヨウ」「ヤンヤン」到
着、
人工増殖成功「ユウユウ」
誕生、以降順調に飼育下
繁殖が進む

2000 H12 環境再生ビジョン検討会
設置（環境省）
※野生復帰に向けた検討
開始

日中首脳会議で「メ
イメイ」の供与を表
明

2001 H13 トキ２羽返還
2003 H15 最後の日本産野生個体死

亡
環境再生ビジョン策定（環
境省）
※2015年小佐渡東部６０
羽定着を目標

・日中共同トキ保護
計画（大臣間署名）
・トキ３羽返還

添付資料３
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生息及び飼育繁殖状況
保護に係る
法的根拠等

事業・組織・検討会等 施設 日中関係

トキ保護の経緯
年度

2004 H16 保護増殖事業計画
改訂（種の保存法）
→生息環境整備、
再 導 入 （ 野 生 復
帰）、分散飼育が新
たに位置づけられ
る

野生復帰ｽﾃｰｼｮﾝ
工事着工

H18 トキ保護増殖分科会開催
※専門家検討体制の見
直し（飼育繁殖と野生復
帰の両専門家会合を設
置）

野生復帰ｽﾃｰｼｮﾝ
完成

人・トキの共生の島づくり
協議会設置

2007 H19 ・野生順化訓練開始
・トキ繁殖個体100羽超える
・多摩動物公園に４羽移送

国指定小佐渡東部
鳥獣保護区 拡大
（鳥獣保護法）

環境省佐渡自然保
護官事務所開設

・日中首脳会談で、
「ホワヤン」「イー
シュイ」の供与を表
明

2008 H20 ・第１回放鳥（１０羽）
・分散飼育実施地に石川
県、出雲市、長岡市が決定

2009 H21 ・第２回放鳥（１９羽）
・石川動物園に４羽移送
・順化ケージで訓練中の９
羽がテンに襲われ死亡

トキ１０羽返還

2010 H22 人とトキが共生でき
る地域環境づくりに
関するODA開始
（5カ年の予定）

2006
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トキ保護増殖事業計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年１月２９日 

 

農林水産省 

国土交通省 

環 境 省 

 

告示第１号 
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トキ保護増殖事業計画 

 

 

農林水産省 

国土交通省 

環 境 省 

 

第１ 事業の目標 

 トキは、我が国ではかつて全国各地に広く生息していたが、明治時代以降、生息数

及び生息域が急速に減尐し、一時は１羽が飼育されるのみとなったが、平成１１年以

降、中華人民共和国（以下「中国」という。）から提供された個体の飼育下での繁殖

が順調に進んだ結果、平成１５年１２月現在、本種の個体数は３９羽まで回復してい

る。 

 また、国外においては、昭和５６年に中国で７羽の本種の生息が確認されて以来、

同国における生息地等の保護及び飼育下での繁殖技術の向上により、本種の個体数は

飼育及び野生合わせて約５６０羽にまで回復している。 

 このように、飼育下での繁殖技術の確立等により本種の個体数は回復基調にあるも

のの、我が国には野生個体は存在せず、中国においても約半数は飼育下にあり、本種

は依然として国際的にも絶滅のおそれの大きな鳥類の一つとされている。 

 本事業は、遺伝的な多様性の確保に配慮しつつ本種の飼育下での繁殖を進め、飼育

個体群の充実を図るとともに、かつて本種の生息地であった新潟県佐渡島において本

種の生息に適した環境を整えた上で再導入を図り、本種が自然状態で安定的に存続で

きるようにすることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 新潟県佐渡島及び第３の４の検討結果を踏まえて飼育個体の分散を行う区域 

 

第３ 事業の内容 

１ 個体の繁殖及び飼育 

 飼育個体群の充実を図るため、佐渡トキ保護センター等の本種の飼育繁殖施設に

おいて、遺伝的な多様性の確保に配慮しつつ繁殖を進める。 

 また、国外を含む本種の保護対策の推進に資するため、飼育を通じ、本種の生理、

生態、血統管理等に関する情報を収集し、及び記録する。 

 

２ 生息環境の整備 

 本種が自然状態で安定して存続するためには、営巣木として利用されるアカマツ、

コナラ等の大木や餌となる生物を含めた本種を取り巻く生態系全体を良好な状態に

保つことが必要である。 
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 このため、我が国における本種の過去の生息環境や中国における生息環境等に関

する情報を踏まえ、再導入を行う小佐渡東部地域を中心に、関係地域の住民の十分

な理解を得つつ、河川、湿地、水田、水路、営巣木、ねぐら木等の本種及び本種の

餌となる生物の生息環境の保全及び再生を進める。特に、中山間地域の水田等につ

いては、本種の生息に必要な採餌地として重要であるため、その保全及び再生を進

める。 

 なお、冬期等における餌資源の不足に備え、関係者による給餌体制の構築及び給

餌地等の整備を検討する。 

 また、過去に佐渡島に導入されたテン等は、捕食者として本種の生息に影響を及

ぼすおそれがあることから、その生態及び本種に対する影響を調査し、テン等の捕

獲を始めとするねぐら等における本種の安全を確保するために必要な対策を検討す

る。 

 さらに、本種の再導入予定地における土地利用や事業活動の実施に際して、本種

の生息に必要な環境を確保するための配慮が払われるよう努める。 

 

３ 再導入の実施 

 かつての本種の生息地である小佐渡東部を中心とする地域において、上記２によ

る生息環境の整備を図り、また、上記１による飼育個体群の維持についてのめどが

立った段階で、関係地域の住民の十分な理解を得つつ、飼育個体を再導入すること

により、本種の野生個体群の回復を図る。 

 この際、再導入個体が自然状態で自立して生存できるよう、再導入個体の選定に

当たって、健康状態及び血縁関係に留意するとともに、事前に野生順化の取組を行

う。 

 また、再導入した個体の行動、生息環境等を継続的に調査するとともに、その結

果をその後の生息環境の整備及び野生順化の取組に反映させ、再導入に関する技術

の向上を図る。 

 

４ 飼育個体の分散 

 本種の繁殖及び飼育は、当面佐渡島において実施することとするが、本種の安定

的存続を図るため、同島以外の地域における適切な施設への飼育個体の分散を検討

し、検討結果を踏まえて分散を進める。 

 

５ 中国との相互協力の推進 

 我が国における本種の個体群の遺伝的多様性を確保するため、「日中共同トキ保

護計画」に基づく中国との繁殖協力等を積極的に進める。 

 また、本事業により得られた知見をいかして、中国における本種の繁殖及び飼育

並びに再導入技術の確立のための協力を進め、国内外にわたる本種の保護対策の充

実強化に資する。 
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６ その他 

（１）生殖細胞等の保存 

 本種の組織、生殖細胞及び遺伝子は、将来の保護増殖に利用することが期待さ

れるため、これらを良好な状態で保存するため、その手法を検討するとともに、

関係者による保存体制の整備を進める。 

 

（２）再導入に関する技術の研究及び開発 

 本種の飼育個体に係る野生順化等の技術を確立するため、国内外の類似例の調

査及び研究を進めるとともに、必要に応じて近縁種を用いた同技術の研究及び開

発を進める。 

 

（３）普及啓発等の推進                         

 本事業を実効あるものとするためには、関係地方公共団体、各種事業活動を行

う事業者、関係地域の住民を始めとする国民等の理解と協力が不可欠である。こ

のため、本種の保護の必要性及び本事業の実施状況等に関する普及啓発等を進め、

本種の保護に対する配慮と協力を働きかける。また、国、関係地方公共団体、関

係民間団体等は、関係地域において本種の保護についての理解を深めるための取

組を行うこと等により、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努める。 

 

（４）効果的な事業の推進 

 本事業の実施に当たっては、国、関係地方公共団体、本種の生態等に関する専

門的知識を有する者、本種の保護活動に参画する民間団体、地域の住民等の関係

者間の連携を図り、効果的に事業が実施されるよう努める。 
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トキ野生順化施設の建設経緯（順化ケージ、繁殖ケージ等）

国の施行委任を受けて県が執行（執行委任）

　

項　　目 事　　項 日　　付 請負（受託）者

基本設計
契約 H15.9.24

(株)プレック研究所
北陸事務所（新潟市）

完了 H16.3.25

実施設計
施工監理

契約 H16.9.24
(株)プレック研究所
北陸事務所（新潟市）

完了 H19.3.23

工事
（施工）

契約 H17.2.14
大豊建設（株）
北陸支店（新潟市）

竣工 H19.3.14

    

添付資料６
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